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衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
更
新
に
伴
う
ギ
ャ
ッ
プ
の
事
前
検
証
等

に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
厚
生
労
働
省
内
部
で
の
議
論
」
を
し
た
「
日
付
」
、
「
そ
れ
ぞ
れ
の
会
議
の
参
加
者
」
及
び
「
回
数
」
に
つ

い
て
は
、
そ
の
記
録
が
確
認
で
き
ず
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
「
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
総
務
省
及
び
厚
生
労
働
省
が
平
成
三
十
一
年
二
月
二
十
一
日
に
衆
議
院
予
算

委
員
会
理
事
会
に
提
出
し
た
「
毎
月
勤
労
統
計
に
つ
い
て
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
（
ウ
エ
イ
ト
）
更
新
時
に
賃
金
・
労
働
時
間
指
数

を
遡
及
改
定
し
な
い
こ
と
に
つ
い
て
」
の
三
、
四
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
本
件
諮
問
」
（
以
下
「
本
件
諮
問
」
と
い
う
。
）
が
行
わ
れ
た
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
八
日
時
点
で
、
将

来
の
調
査
結
果
で
あ
る
平
成
三
十
年
一
月
分
の
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
け
る
御
指
摘
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
大
き
さ
を
予
測

す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
御
指
摘
の
よ
う
な
「
検
証
」
は
行
わ
れ
て
い
な
い
が
、
同
調
査

の
賃
金
及
び
労
働
時
間
の
指
数
に
つ
い
て
は
、
同
調
査
で
調
査
し
て
い
る
賃
金
及
び
労
働
時
間
に
係
る
全
数
調
査
が
存
在
せ

一



ず
、
統
計
委
員
会
の
下
に
設
け
ら
れ
た
「
新
旧
デ
ー
タ
接
続
検
討
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
」
で
示
さ
れ
た
「
「
サ
ン
プ
ル
替

え
に
伴
い
遡
及
改
訂
す
る
際
の
過
去
サ
ン
プ
ル
と
の
整
合
性
確
保
の
あ
り
方
」
に
関
す
る
審
議
取
り
ま
と
め
結
果
」
に
記
載

さ
れ
て
い
る
「
全
数
調
査
な
ど
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
と
な
る
も
の
が
存
在
す
る
場
合
」
に
該
当
し
な
い
た
め
、
御
指
摘
の
「
ベ
ン

チ
マ
ー
ク
更
新
に
伴
う
ギ
ャ
ッ
プ
の
補
正
」
を
し
な
い
こ
と
と
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
に
つ
い
て
、
西
村
統
計
委
員
会
委
員
長
は
、
平
成
三
十
一
年
三
月
六
日
の
統
計
委
員
会
に
お
い

て
本
件
諮
問
を
受
け
た
当
時
、
厚
生
労
働
省
か
ら
ベ
ン
チ
マ
ー
ク
（
ウ
エ
イ
ト
）
（
毎
月
勤
労
統
計
調
査
に
お
い
て
平
均
賃

金
や
平
均
労
働
時
間
を
求
め
る
際
の
加
重
平
均
に
用
い
る
労
働
者
数
を
い
う
。
）
更
新
由
来
の
ギ
ャ
ッ
プ
補
正
に
係
る
情
報

提
供
が
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
該
ギ
ャ
ッ
プ
に
つ
い
て
は
、
他
の
課
題
に
比
べ
優
先
度
が
低
い
と
考
え
、
審
議
で
取
り
上

げ
な
か
っ
た
旨
発
言
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
御
指
摘
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
補
正
の
扱
い
は
、
同
委
員
会
に
対
す
る
諮

問
が
必
要
な
事
項
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
経
緯
等
か
ら
、
同
委
員
会
に
お
い
て
、
本
件
諮
問
を
受
け
た
平
成
二
十

八
年
十
一
月
十
八
日
か
ら
本
件
諮
問
に
係
る
答
申
を
行
っ
た
平
成
二
十
九
年
一
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
、
御
指
摘
の
よ
う

な
「
検
証
」
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
承
知
し
て
い
る
。

二


